
第２４回 新潟市景観審議会
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次  第
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２ 委員紹介

３ 議  事
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（１） 特別区域について

① 白壁通り周辺地区の追加

② 萬代橋周辺のきめ細やかな景観ルールづくり

（２） 景観重要建造物の指定について

（３） 今後のスケジュールについて

５ 閉  会
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第２４回
新潟市景観審議会

平成26年11月27日（木）
午後１:30～

市役所本館第3委員会室

（１）特別区域について
①白壁通り周辺地区の追加

②萬代橋周辺のきめ細やかな景観ルールづくりについて

（２）景観重要建造物の指定について

（３）今後のスケジュールについて

1

景観計画と特別区域

・平成19年4月に施行

市内全域を景観計画の区域に設定

・景観計画区域のうち地域の特性に応じた景観形成

を進める必要がある区域を「特別区域」、それ以外

を「一般区域」として区分

・区域の区分に応じて、一定規模以上の建築行為等

に対し届出が必要

新潟市景観計画

2



景観計画と特別区域

特別区域

現在、「二葉町1丁目1区地区」と

「信濃川本川大橋下流沿岸地区」の

2地区のみ

3

景観計画と特別区域

景観計画で定める事項

現段階での検討内容について
第24回審議会で報告し、意見聴取

①特別区域の範囲

②景観形成の方針

③景観形成基準（ルール）

④屋外広告物の基準（ルール）

4



景観重要建造物の指定

景観重要建造物とは

制度の概要及び指定の基準を説明するとともに
指定の候補について報告・意見聴取

地域の景観の特徴を有し、地域の景観形成のう
えで、重要な建造物を保全していくため、景観法に
基づき指定するもの。
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白壁通り周辺地区の追加について

１．地区の概況と景観形成の経緯

２．特別区域（景観のルール）の案

6

１．地区の概況と景観形成の経緯

7



地区の概況

萬代橋

Ｎ

旧齋藤家別邸周辺地区

Ｎ

旧齋藤家別邸

北方文化博物館 新潟分館

行形亭

古町

8

地区の概況

地区の景観（旧齋藤家別邸）
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地区の概況

地区の景観（行形亭）

10

景観形成の経緯

H24年2月～

地元住民の方等と景観づくりに向けた勉強会の開催

地区内の伝統的な景観を維持・向上を図る

景観法に基づき、この地区の特性に応じた
景観のルール（景観計画）を定める

11



２．特別区域（景観ルール）の案

12

特別区域の案

(通称)白壁通り
[市道中央3-11号線の一部]に面する一団の敷地

Ｎ特別区域の範囲
（赤線で囲まれた範囲：約1.6ha）
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特別区域の案

白壁通り周辺地区
※道路両側に土蔵の漆喰の壁（白い壁）が

並ぶことから、この呼称となる。

区域の名称

14

特別区域の案

（１）まちなみを構成する歴史的建造物の保全を図り、
歴史的な佇まいと伝統文化が董る景観づくりを
進める。

（２）塀越しの黒松など、敷地内の樹木の適切な維持・
管理に努め、緑多い景観づくりを進める。

景観形成の方針

15



特別区域の案（届出対象）

（１）建築物や工作物の新築、増築、改築若しくは移転

（２）建築物や工作物の道路から見える外観を変更する
こととなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

（３）木竹の植栽又は伐採

届出の対象となる行為

16

特別区域の案（建築物）

・敷地地盤面から１２メートル以下，かつ，
３階建て以下

・通りに面する３階以上の壁面は，通り側への
圧迫感を考慮し，後退するよう努める
こと。

景観形成の基準（高さ）

景観形成の基準（配置）
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特別区域の案（建築物）

・屋根の形状は勾配屋根とするなど，周辺景観
との調和に配慮すること。

景観形成の基準（形態意匠）

・歴史的建造物が建ち並ぶまちなみ景観と
調和した形態意匠・色彩とすること。

・木材や漆喰，石，日本瓦等の伝統的な素材を
積極的に利用するよう努めること。

18

特別区域の案（建築物）

・道路から見える外壁の基調色は，マンセル値
による色相がＲ，ＹＲ，Ｙの場合は彩度４以下，
色相がＧＹ，Ｇ，ＢＧ，Ｂ，ＰＢ，Ｐ，ＲＰの場合は
彩度２以下とすること。

景観形成の基準（色彩）

・屋根の色彩は，黒若しくはグレー系を基本
とすること。

・外部に面する建具の色彩は，茶系若しくは
黒褐色系を基本とすること。

19



特別区域の案（建築物）

R YR Y GY

G BG B PB

P RP

20

特別区域の案（建築物）

・室外機及び屋外配管などの建築設備並びに
屋外階段は，道路から見える位置には設置し
ないこと。

景観形成の基準（建築設備等）

・やむを得ず見える位置に設置する場合には，
植栽や格子・ルーバー等の目隠し修景により，
外部に露出させない工夫をすること。

・太陽光発電設備等を設置する場合は，通りか
ら見える場所には設置しないよう努めること。

21



特別区域の案（建築物）

・通りに面する門及び塀の主たる部分について
は，木材，漆喰等の伝統的な素材を用いて仕
上げるよう努めること。

景観形成の基準（付属建築物等）

・建築物の外壁が道路境界線から後退している
場合は，門，塀等を設置し，まちなみの連続性
を確保するよう努めること。

22

特別区域の案（建築物）

・敷地内に既存の庭がある場合は，できる限り
保全・活用すること。

外構

・屋外駐車スペース、ゴミ集積場・駐輪場等を
設ける場合は，緑化修景や生垣・板塀等によ
る目隠し修景に努めること。

・前面道路境界沿いに門や塀を設けない場合は，
生垣等の緑化に努めること。

23



特別区域の案（工作物）

・敷地地盤面から12メートル以下とすること。

・周囲の建築物より突出したものとしないこと。

高さ

色彩

・色彩は，まちなみ景観と調和を保つよう，
黒系統，白系統又は低彩度若しくは低明度の
茶系統を基調とした落ち着きのある色彩と
すること。

24

特別区域の案（工作物）

・まちなみ景観と調和する形態意匠とすること。

形態意匠

・自動販売機はやむを得ない場合を除き
設置しない、設置する場合は，外装部分の
色彩は周辺景観に即したものとすること。

自動販売機

・仕上げ材は，まちなみ景観と調和するような
修景措置を施すよう工夫すること。

25



特別区域の案（木竹）

・塀越しに見える黒松など，既存樹木を
活用しつつ，道路沿いに高木を配置するなど
まちなみの演出に努めること。

・樹高５ｍを超える樹木の伐採はしないよう
努めること。ただし，やむを得ず伐採しなけれ
ばならないときは，これに代わる植栽を行うこ
と。

木竹

26

特別区域の案

・非自家用広告物（自己の営業内容以外のも
の）は設置しないこと。

屋外広告物の制限

・光源が点滅するネオンサイン等は設置しない
こと。

・広告物の色彩は，原色を使用しないこと。

27



萬代橋周辺のきめ細やかな
景観ルールづくりについて

１

萬代橋周辺のきめ細やかな
景観ルールづくりについて

２



３

萬代橋周辺のきめ細やかな
景観ルールづくりについて

現行の景観計画について

景観計画区域

• 特別区域
「信濃川本川大橋下流沿岸地区」

• 地区の概況
本市を代表する景観のひとつとして、将来に
わたって市民共通の資産として、景観形成を
図るべき地区

• 特別区域の方針
（ア）萬代橋を活かした景観づくりを進める

（イ）水上や対岸から見て、開放感のある景観づくりを進める

４



５

信濃川沿岸の現行ルール

■詳細なルールとして、

マンセル値、彩度6以下等の
一般区域の基準に加え、
・圧迫感を与えないこと
・道路・隣地間の距離を
確保すること
・長大な壁面を避けること
・スカイライン、高さ50ｍ以下

「信濃川本川大橋下流沿岸地区」

萬代橋周辺について、
一律のルールは地域特性を
活かした良好な景観づくりに影響を
与えてはいないか。

きめ細やかなルールが必要では？
・建物の高さの見直し
・萬代橋を活かした色彩ルール
・景観阻害を起こす広告の規制

６

萬代橋周辺のきめ細やかな
景観ルールづくりについて



高さ50mという基準は、信濃川らしい空間づくりに
影響を与えていないか

・建物高さ、スカイラインが大事
・萬代橋周辺、他の沿岸地域とは別である
・広告物、種類・場所によって規制すべき

７

・建築物高さを30mにし、よい計画は緩和する
・萬代橋周辺の魅力を維持・向上しているか
・萬代橋から見る眺望について

・高さの緩和要件は景観に絞った方がよい
・萬代橋から見る眺めよりも、萬代橋を
見る眺めが大事
・萬代橋がきれいに見える背景のルール
が必要、視点場の調査が必要

８



９

萬代橋周辺のきめ細やかな
景観ルールづくりについて

調査のながれ

回遊動線の抽出

萬代橋を眺める視点場位置の抽出

現地調査・有識者ヒアリング

萬代橋周辺の景観のルールづくりに反映
１０



萬代橋を眺める視点場位置の抽出

１８箇所の視点場を抽出

１１

萬代橋 視点場 総選挙

目 的 ：皆さんが推薦する萬代橋がきれいに

見えるベストスポットを投票して頂く。

方 法 ：フェイスブック

投票期間：１０月２７日（月）～１１月１１日（火）

【分析結果】

投票者数：２０５人

投票総数：３５４件（いいねの数）

男女割合：男性５４％、女性４６％

年 代 別 ：45～54才→３８％、35～44才→27％

25～34才→16％、55～64才→13％

１２



萬代橋 視点場 総選挙

投票結果

１位（朱鷺メッセより）№18 ２位（川端町の橋側付近より）№5

１３

萬代橋 視点場 総選挙

４位（ﾒﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ展望室より）№17

５位（万代ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞより）№2 ６位（万代側橋たもとより）№10

３位（万代側橋のたもとより）№8

１４



15

萬代橋周辺のきめ細やかな
景観ルールづくりについて

萬代橋周辺の景観ルールの方向性

「信濃川本川大橋下流沿岸地区」

萬代橋に配慮した景観ルール
を指定する範囲

１６



視点場から何を
重要視していくか

＜考え方＞
・建物の高さの見直し
・萬代橋の特徴（花崗岩・アーチ）の感じ方
・時間や日当たりによる萬代橋の見え方
・背景となる建物や鉄塔、屋外広告物の状況

１７

萬代橋周辺の景観ルールの考え方

視点場から眺める萬代橋

萬代橋を見やすくするには・・・
１８

67m 84m

53m39m



視点場から眺める萬代橋

例えば、建物高さを低くすると、
萬代橋が一番大きくなり、見やすい

１９

30m

視点場から眺める萬代橋

萬代橋の特徴が感じられる
２０



アーチは認識できる・花崗岩の重厚感は？
２１

視点場から眺める萬代橋

逆光（日陰）になっている
２２

視点場から眺める萬代橋



夕陽に染まる萬代橋
２３

視点場から眺める萬代橋

背景の建物・鉄塔・広告が目立つ
２４

視点場から眺める萬代橋



開放感を感じるために
川沿いの建物の高さはどうあるべきか

＜考え方＞
・川幅と建物の高さの関係から考える
（国交省 「河川景観ガイドライン」を参考）

開放感について

２５

開放感について

２６

建物高さ７５ｍ以下
⇒開放感が卓越

信濃川：約300ｍとすると、
300m÷4.0＝75m



53m

105m

39m

67m

39m50m

メディアシップ

建物高さに対し川幅が4倍以上⇒開放感が卓越

開放感について

２７

53m 39m

21m

84m

39m 50m

開放感について

２８



42m42m
46m46m46m

開放感について

２９

49m
39m32m

39m
49m

開放感について

３０



萬代橋を綺麗に眺めるためにどうあるべきか

＜考え方＞
・萬代橋の背景となる建物・広告物の

大きさ、色のあり方

背景の建物等について

３１

背景の建物等について

建物の色、広告物の有無、鉄塔の色はどうか？
３２



背景の建物等について

日の当たり方によっても異なる
３３

下流側、日影となる時が多い

建物が明るいため、
萬代橋を認識しやすい

建築物の高さ・色彩

広告物の有・無、色や面積

鉄塔などの色や高さ など

信濃川の開放感を維持する
視点場からの萬代橋の眺めを良くする

＜景観ルールの方向性＞

３４



原則５０ｍより低くし、
景観上支障がないものは
５０ｍまで建築可能

３５

50m

<現在>

<新しいルール> 案１

３６

50m

<現在>

<新しいルール> 案２

原則５０ｍ規制とし、
景観上支障がないものは
５０ｍより高くできる



３７

マンセル表色系

R YR Y GY

G

P

BBG PB

RP

萬代橋を引き立たせる工夫ができないか。（コントラスト）
例えば・上流側から眺める背景を、明度を低く

・下流側から眺める背景を、明度を高く

萬代橋の上流側から見た色

萬代橋の下流側から見た色

屋外広告物について

３８

許可地域
（通常の地
域）

信濃川右岸地区

屋上広告 設置できる 設置できない

壁面
広告

高さ
地上からの
高さ

15m以下

地上からの高さ
10m以下

表示
面積

設置する壁
面の

面積の1/4
以内

総表示面積
10㎡以内

その他 ー 自家用広告物等に限る

信濃川右岸地区
屋外広告物協定地区

（平成25年度指定）

信濃川

萬代橋周辺の広告物ルール、この協定地区基準を反映させる



その他の検討事項

■建築物について
・街並みに調和した屋根形態に関すること
・屋外階段、ペントハウスの配置

■設備について
・設備の配置、目隠しに関すること

■鉄塔など工作物について
・工作物の高さ、色彩

■屋外広告物について
・屋外広告物の野立広告、突出広告
・屋外広告物、動光や点滅する映像広告

３９



景観重要建造物の指定について

１．景観重要建造物とは

２．景観重要建造物の指定方針と指定基準

３．指定の優先度と候補

１．景観重要建造物とは



景観重要建造物とは

景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重

要建造物の指定の方針（次条第三項において「指定方

針」という。）に即し、景観計画区域内の良好な景観の

形成に重要な建造物（これと一体となって良好な景観を

形成している土地その他の物件を含む。以下この節に

おいて同じ。）で国土交通省令で定める基準に該当する

ものを、景観重要建造物として指定することができる。

景観法 第19条

景観重要建造物とは

平成25年度時点で、全国で305件が指定されており。

新潟市内・県内で指定を受けた建造物は、ありません。

指定の状況

＜参考＞政令市20都市の指定状況（平成２５年度時点）

・札幌市・・・・・２件 ・京都市・・・６１件

・さいたま市・・２件 ・熊本市・・・・５件

・静岡市・・・・・６件 ・名古屋市・・５件

※他、１４都市は指定なし



景観重要建造物とは

景観重要建造物の例：さいたま市
（旧坂東家住宅）

景観重要建造物とは

景観重要建造物の例：京都市 （吉田邸）



景観重要建造物とは

景観重要建造物の例：名古屋市
（文化のみち撞木館）

景観重要建造物とは

景観重要建造物の優れた外観を保全するため，市長

の許可を受けなければ，増築，改築，移転若しくは除却，

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩

の変更をすることはできない。ただし，通常の管理行為

等や緊急時において必要な措置として行う行為について

は，許可を受けることは不要となる。

現状変更の規制（景観法 第22条）



景観重要建造物とは

許可を受けずに現状変更をした場合や付された条件に

違反した場合，市長は，景観重要建造物の優れた外観

を保全するために必要な限度において，原状回復又は

これに代わるべき必要な措置を命ずることができる。

過失が無くて原状回復等を命ずべき者を確知できない

場合，市長は，行政代執行を行うことができる。

現状回復命令 （景観法 第23条）

景観重要建造物とは

景観重要建造物の所有者又は所有者から管理の委託

を受けた管理者は，景観重要建造物の良好な外観が保

全されるよう，適切に管理しなければなりません。

市は，条例で，必要な管理の方法の基準を定めるこ

とができます。

管理義務 （景観法 第25条）



景観重要建造物とは

景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重

要建造物が滅失し，若しくは毀損するおそれがあると認

めるとき，又は条例で定められた管理の方法の基準に

従って管理が適切に行われていないと認められるときは，

市長は，当該景観重要建造物の所有者又は管理者に

対して，管理の方法の改善その他管理に関して必要な

措置を命じ，又は勧告することができます。

管理に関する命令又は勧告 （景観法 第26条）

景観重要建造物とは

景観重要建造物については，名勝や重要文化財等に

指定され，文化財保護法による厳しい規制が課せられる

こととなったとき，滅失、毀損等により景観重要建造物の

優れた景観が失われたときは，市長は，その指定を解除

しなければなりません。

市長は，景観重要建造物について，公益上の理由等

特別な理由があるときは，その指定を解除することがで

きます。

指定の解除 （景観法 第27条）



景観重要建造物に対する支援等

・相続税の適正評価

税制に対する支援

規制緩和措置

・国土交通大臣の承認を得て，条例で建築基準法の

制限を緩和

修理・修景に係る経費の助成による支援

・外観の修理・修景に係る経費の一部を助成する制度
を新たに設ける予定です。

２．景観重要建造物の指定方針と指定基準



指定方針と指定基準

・道路やその他の公共の場所から容易に望見す

ることができ、市民に親しまれ地域の景観形成

上重要と認められる建造物を所有者と協議して

指定する。

・外観が歴史的又は文化的或いはシンボル的な

特徴を有する建造物

新潟市景観計画に定めた指定の方針

・地域の自然、歴史、文化等から見て、建造物の

外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内

の良好な景観の形成に重要なものであること。

・道路その他の公共の場所から公衆によって容

易に望見されるものであること。

国土交通省令で定める基準

指定方針と指定基準



３．指定の優先度と候補について

指定の優先度について

景観重要建造物に指定する目的は，外観の現状維持

を図ることです。

近年に建設された建物などは，修繕等はあっても解体

撤去は当分の間は無いものと考えらます。それに比べ

歴史的建造物は，老朽化や後継者の不在による解体撤

去があり得ることから，景観重要建造物の指定を優先さ

せるべきであると考えます。

観点１：外観の現状維持



指定の優先度について

外観の現状維持を図るためには，所有者の「保存」と

いう意思が重要であり，その観点から考えると、例えば

登録有形文化財建造物は，景観重要建造物の目的と

同様に建造物の維持を目的に，所有者が登録を希望し，

申し込むものである。歴史的建造物の中でも，登録有形

文化財など，保存の意思が示されているものの指定を

優先させるべきであると考えます。

観点２：所有者の意思

指定の優先度について

建造物単体の保存で終わらせるのではなく，その建造

物を活かしたより質の高いまちなみや景観の形成（道路

の整備など），地域のまちづくりへの貢献を促していくこ

とが重要である。

観点３：まちづくりへの貢献

湊町新潟を象徴する伝統的な景観を有する地域に

存在する建造物について、優先的に指定の協議を行う



指定の候補について

旧齋藤家別邸

北方文化博物館 新潟分館
（登録文化財）

行形亭
（登録文化財）

白壁通り周辺地区

道路の美装化の予定

特別区域の指定による
景観の誘導

指定の候補について

行形亭



指定の候補について

北方文化博物館 新潟分館

指定の候補について

旧齋藤家別邸



古町花街地区

登録有形文化財の鍋茶屋はじめ景観上重要な歴史的

建物が存在し、市の助成制度を活用した建物の修景が行

われている。また、道路の美装化等も進んでおり、今後、

市の認定を受けた地元組織を含む関係者ともに、景観の

ルールも検討していきたい。

今後、指定の検討をすべき建造物

古町花街地区の歴史的建造物の例



古町花街地区の歴史的建造物の例

古町花街地区の歴史的建造物の例



古町花街地区の歴史的建造物の例

古町花街地区の歴史的建造物の例



今後のスケジュール

パブリックコメント

次回 景観審議会 ・・・意見を反映した素案の提示（1月末予定）

景観審議会（諮問）

都市計画審議会（諮問）

・・・市民意見の募集

・・・特別区域の案について諮問・答申

・・・特別区域の案について諮問・答申

・・・特別区域の設定と共に条例を改正・施行区域設定・条例改正

特別区域設定の今後のスケジュール



景観審議会

所有者等と協議

指定・公告

指定候補建造物の所有者と指定
範囲等について協議を行います。

協議が整った建造物から、条例
に基づき景観審議会に意見を聴
きます。（諮問）

景観重要建造物を指定し、
条例に基づき公告します。

景観重要建造物指定の今後のスケジュール


